
 

 

（素案） 

千葉県精神障害者地域移行・地域定着協力病院認定事業実施要綱 

 

（目的） 

第１条 本事業は、千葉県（以下「県」という。）が精神障害者の地域移行・地

域定着に積極的に取り組んでいる精神科病院を千葉県精神障害者地域移行・

地域定着協力病院として認定し、公表することを通じて、精神障害者の地域

移行・地域定着の理解と促進を図ることを目的とする。 

 

（認定基準） 

第２条 知事は、次の各号のいずれも満たす精神科病院を「千葉県精神障害者

地域移行・地域定着協力病院」として認定することができる。 

（１） 病院内において、地域移行を推進するための会議を設置していること。 

（２） 病院の職員が、千葉県精神障害者地域移行支援協議会等への参加をして

いること。 

（３） 地域移行・地域定着のサービスが必要な者に対して、障害福祉サービス

事業者等と連携した支援を行う体制があること。 

（４） 遠隔地退院支援事業への協力をする予定があること。 

 

（認定の申請） 

第３条 前条の認定を受けようとする精神科病院は、千葉県精神障害者地域移

行・地域定着協力病院登録申請書（第１号様式）を知事に提出するものとす

る。 

 

（認定の決定） 

第４条 知事は、提出された申請書の内容を確認し、認定する時は認定証（第

２号様式）により、認定しない時は「千葉県精神障害者地域移行・地域定着

協力病院」不認定決定通知書（第３号様式）により病院に通知するものとす

る。認定の有効期限は、認定日の属する年度の翌年度末までとする。 

 

（認定の更新） 

第５条 「千葉県精神障害者地域移行・地域定着協力病院」として認定された

精神科病院は、認定の更新を希望する場合には、有効期限の１か月前から 

１０日前までの間に、申請を行うものとする。 

 



 

 

（素案） 

（認定の取り消し） 

第６条 知事は、認定精神科病院が第２条各号のいずれかに該当しないことが

明らかになった時は、当該認定を取り消すものとする。 

２ 認定精神科病院は、第２条各号のいずれかに該当しなくなった時は「千葉

県精神障害者地域移行・地域定着協力病院」認定取消申請書（第４号様式）

を知事に提出しなければならない。 

３ 知事は、認定の取り消しを行う場合は、「千葉県精神障害者地域移行・地域

定着協力病院」認定取消決定通知書（第５号様式）により認定精神科病院に

通知する。 

 

（公表） 

第７条 知事は、第２条各号の要件を満たし、第４条により精神科病院に対し

認定を行った場合、「千葉県精神障害者地域移行・地域定着協力病院」として

公表することができる。 

 

附則 

この要綱は、平成２７年 ○月 ○日から施行する。 

 

 

※様式については、事務局において検討予定 


